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○長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金交付要綱 

令和５年３月３０日 

要綱第１９号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、長与町補助金等交付規則（昭和４２年規則第１号）に定めるものの

ほか、長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金（以下「補助金」とい

う。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の目的） 

第２条 この補助金は、一定以上の省エネルギー性能を有する家庭用電化製品に買い替え

た者に対し、その経費の一部を補助することにより、原油価格高騰に起因したエネルギ

ー価格の高騰による一般家庭への影響の抑止、町の温室効果ガス排出量の削減及び地域

経済の活性化を図ることを目的とする。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象者（第１１条において「補助対象者」という。）となる者

は、申請時点において町内に住民登録を有する世帯の者であって、町税等の滞納がない

もののうち、次条に規定する家庭用電化製品を自らの世帯が居住する住宅に設置し、使

用するものとする。 

（補助事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、町長が別に定める補助金の交付の対象店舗に

おいて、自ら居住する住宅の既存の家庭用電化製品（以下「家電製品」という。）と交

換するために、次の各号のいずれかに該当する家電製品を町長が別に定める期間に購入

し、かつ、自ら使用する事業とする。 

(1) エアコンディショナーのうち、エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他

その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行う

ことができる事業者が取り組むべき措置（平成１８年経済産業省告示第２５８号。以

下「国告示」という。）１―３(1)に規定する多段階評価点が３．５以上又は日本産

業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率が114パーセント以上のもの 

(2) 電気冷蔵庫のうち、国告示７―３(1)の規定による多段階評価点が３．７以上であ

るもの 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（次条において「補助対象経費」という。）は、

補助事業に要する経費のうち、家電製品の購入費から設置等の工事に要する経費、消費

税及び地方消費税を除いた額とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費に５分の１を乗じて得た額（ただし、４万円を上限

とする。）とする。ただし、当該額に１，０００円未満の端数があるときは、当該端数
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を切り捨てた額とする。 

（交付の申請） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする者は、長与町省エネルギー型家庭用電化製品

購入事業補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、町長

が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。 

(1) 購入した家電製品の領収書の写し 

(2) 製造事業者が発行する保証書の写し 

(3) 買い替え前の家電製品の家電リサイクル券（排出者控）の写し又は下取りを行っ

たことが証明できる書類 

(4) 口座情報が確認できるものの写し 

(5) その他町長が必要と認めるもの 

（交付の決定及び確定） 

第８条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内

容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行うものとする。 

２ 町長は、前項の現地調査等を行った結果、補助金の交付を決定し、補助金の額を確定

したときは、長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金交付決定通知書兼補

助額確定通知書（様式第２号）により、当該申請者に通知するものとする。 

（交付の条件） 

第９条 町長は、前条第２項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に

掲げる条件を付すものとする。 

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐

用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められている耐用年数等

に相当する期間（同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間）内にお

いて、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。 

(2) 町長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分する

ことにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることが

あること。 

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後にお

いても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけ

ればならないこと。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める事項を遵守するこ

と。 

（請求） 

第１０条 町長は、第８条第２項の規定により補助金の交付を決定し、及び補助額を確定

したときは、速やかに補助金を交付するものとする。 
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（補助回数） 

第１１条 補助対象者に対する補助金の交付は、１世帯につき１回を限度とする。 

（雑則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。 

附 則（令和５年１２月２０日要綱第４５号） 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

 



 

 様式第１号（第７条関係） 

                               年  月  日 

 長与町長 様 

                    申請者住所 長与町            

                    申請者氏名                

                    電 話 番 号                

 

長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金交付申請書兼請求書 

 

  標記について、補助金を交付されるよう、長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入

事業補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請し、交付

決定及び補助額の確定があった場合には、１に記載の額を請求します。 

  また、現在町に対する税等の滞納はないことを宣誓し、町が本申請の審査に当たって

滞納状況等の照会を行うことに同意します。 

記 

１ 購入機器の種類、価格等 

機器名 購入店舗名 メーカー、型名 購入費用(税抜) 

(1) エアコンディショナー   円 

(2) 電気冷蔵庫   円 

補助金交付申請及び請求額 

（上記購入費用の５分の１、上限４万円） 円 

２ 振込先口座 

 

銀行 

金庫 

組合 

 
支店 

営業部 

口座 

番号 

普通 

当座 

貯蓄 

 
カナ 

名義 
 

３ 添付書類 

 (1) 購入機器の領収書の写し 

 (2) 製造事業者が発行する保証書の写し 

 (3) 買い替え前の家電製品の家電リサイクル券（排出者控）の写し又は下取りを行った

ことが証明できる書類 

 (4) 口座情報が確認できるものの写し 

(5) その他町長が必要と認めるもの 

                                          

職員記入欄 

 受付日：     受付者：      

 世帯番号 ：            補助見込額：      円 



 

様式第２号（第８条関係） 

 

年   月   日  

 

 （申請者住所） 

 （申請者氏名） 様 

 

長与町長           

 

 

     長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金交付決定通知書 

     兼補助額確定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった長与町省エネルギー型家庭用電化製品購入

事業補助金については、下記のとおり交付決定及び補助額の確定をしたので、長与町省エ

ネルギー型家庭用電化製品購入事業補助金交付要綱第８条の規定により通知します。 

 

記 

 

 

１ 交付決定額及び確定額               円 

 

２ 決定に際しての条件 

 (1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定められている耐用年数等に

相当する期間（同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間）内におい

て、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供してはならないこと。 

 (2) 町長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分するこ

とにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあ

ること。 

 (3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけれ

ばならないこと。 

 


